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研究要旨 

今日、発達障害の早期発見・早期支援は世界共通の課題とされているが、支援を必要と

する発達障害児の多くは実際に支援サービスを受けるまでに長期のタイムラグがあり、地

域への定着は不十分である。地域での早期発見・早期支援を整備するためにさまざまな研

修が実施されて久しいが、実際に地域で提供される早期発見と早期支援の実態は不明であ

る。市町村でのサービス拡充を行うには都道府県の役割が重大であり、またその責務は法

律に謳われているところあるが、実際に都道府県がそれぞれの地域をどのように把握し、

どのような措置をとっているかについては不明である。本研究は、これらを明らかにし、

自治体の支援施策が実際の早期発見や早期支援の実施にどのように影響するかを検討する

ことを目的として行われた。分析の対象はかかりつけ医等研修の実施を予定している 52

の都道府県および指定都市の障害保健福祉担当課から得られた行政データである。結果か

ら、1.6 健診での標準的アセスメントの導入に関して、都道府県（指定都市を含む）によっ

て情報の把握の程度、取り組みの姿勢に違いがあった。1.6 健診での要観察児の発見率は都

道府県によって大きなばらつきがあり、サービス提供の効率の観点で発達障害リスクの把

握の精度を見直す必要が示唆された。また、1.6 健診で標準的アセスメントの導入を進めて

いる都道府県ではそうでないところと比べて、発達支援事業所の数が有意に多かった。こ

れらより、都道府県が市町村での早期発見・早期支援を推進する責務を負っていることを

踏まえると、その役割が適正に遂行されているかどうかを検証するための行政データは現

状では乏しく、今後は適切な評価指標となりうるサービス関連の情報の集約と地域で部署

を横断して長期的に追跡してデータを収集し検証しうるシステムの構築が必要と考えられ

る。 
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Ａ．研究目的 

今日、発達障害の早期発見・早期支援は世

界共通の課題である。わが国の発達障害者支

援法（平成 17 年施行）の第三条においても

「国及び地方公共団体は、発達障害の症状の

発現後..（中略）..発達障害の早期発見のため

必要な措置を講じるものとする」のように国

及び地方公共団体の責務としてその対策を

講じることが明記されていた。平成 28 年８

月１日に施行された「発達障害者支援法の一

部を改正する法律」（以下「改正法」）には、

市町村は早期発見と早期支援を講じなくて

はならないこと、そして都道府県はそのため

の体制整備や技術指導、助言、専門性の向上

に必要な措置を行うこと、などが明確に謳わ

れた。また第五条では、早期支援を受ける主

体が保護者だけでなく、児童にあることが明

記された。 

一方、研究と臨床のギャップは未だ埋めら

れておらず、発達障害児とその保護者への対

応は数少ない専門機関に依存した状態から

脱却しておらず、エビデンスに基づく支援や

治療が地域に定着していないことが国内外

を問わず世界共通の社会的課題となってい

る。なかでも自閉症スペクトラム障害

(autism spectrum disorder: ASD)は、近年

の研究成果から診断可能年齢が２歳前後と

早くなったことや早期支援が QOL の向上や

社会参加を促進しうるというエビデンスが

蓄積されてきたことなどから、2013 年には、

WHO 理事会は包括的かつ連携した ASD 支

援の地域への定着を一層促進するために、

ASD 施策を国レベルの心の健康施策の一環

として推進すること、合意のなされたエビデ

ンスのある研究成果の実装に必要な予算を

配分すること、当事者や家族を含むすべての

ステークホルダーが施策、立法、サービス立

案の過程に関与すること、など社会実装を優

先的な目標とすることを明確に謳った報告

書を採択した(WHO, 2013)。 

翻って日本では、発達障害者施策の一環と

して国立精神・神経医療研究センター精神保

健研究所児童・思春期精神保健研究部で早期

発見と早期支援に特化した研修（平成 20 年

～）が実施されてきた他、全般的な発達スク

リーニングとして機能してきた1歳6ヵ月健

診の機会にチェックすべき推奨項目として、

ASD 早期兆候があらたに取り上げられるな

ど（平成 26、27 年乳幼児健康診査の保健指

導テキストへの記載、平成 24 年母子健康手

帳への項目追加）の取り組みを受けて、徐々

に全国の市町村で ASD の早期発見の取り組

みが進んでいる。M-CHAT (The Modified 

Checklist for Autism in Toddlers)は、世界

的に最もよく用いられている ASD の早期発

見ツールであり、日本での信頼性と妥当性が

実証されている唯一の早期発見ツールであ

るが、厚生労働省が把握している範囲では、

平成 26 年度では 124 市町村で、平成 27 年

度では 212 市町村で実施されている（全体

の 12.3%と推定される）。これよりエビデン

スに基づく早期発見の市町村への定着は不

十分なことが窺える。エビデンスのない早期

発見は、当然ながら、その有効性が不明で、

適切な支援サービスの提供に役立つかどう

か疑問があるため、国は M-CHAT の導入を

推奨しているところである。また、早期支援

については、今日、支援事業所数は増えてい

るが、提供されている支援内容の量や質に踏

み込んだ実態は不明である。 

こうした状況において、都道府県の役割は

市町村での早期発見と早期支援を整備する

うえで大きいと考えられるが、どのような措

置をとっているかについては不明である。本
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研究は、都道府県の早期発見・早期支援の取

り組みとそのサービスとの関連について得

られたデータをもとにそれらの関連を調べ

ることを通して、既存の行政データから何が

わかるか、何が不足しているかを調べ、また

今後の自治体の発達障害施策の推進を効率

的にすすめるために、どのような行政データ

を用いて、どのような検証が必要かを考察し

た。 

 

Ｂ．研究方法  

「かかりつけ医等発達霜害対応力向上研

修事業（以下かかりつけ医研修）」（平成 28

年度に厚生労働省が創設）の実施を予定し、

国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所児童・思春期精神保健研究部実施の発達

障害医学研修早期総合支援研修を受講した、

または受講を予定している 52 の都道府県お

よび指定都市の障害保健福祉担当課から、研

修申し込みの際に事前課題として提出を求

めていた情報を 2 次的に用いた。用いた項目

は、①M-CHAT の普及の有無、②1 歳 6 ヵ

月健診で把握された要観察児の割合（1 割未

満、1-3 割、3-5 割、5 割以上）と事後フォ

ローの頻度（月 1 回以上、1 回/1-3 ヵ月、1

回/3－6 ヵ月、6 ヵ月以上に 1 回）、③都道府

県および指定都市内の療育資源の事業所数

の合計、④当該年度中のかかりつけ医の実施

予定の有無、であった。 

 

Ｃ．& Ｄ．研究結果と考察 

自治体の把握状況：表１に示すように、早期

発見に関する情報（①M-CHAT の普及の有

無、②1 歳 6 ヵ月健診で把握された要観察児

の割合）については約 7 割の行政担当者の回

答があった（図１）。②のフォロー頻度につ

いては、6 割弱から回答があった（図２）。

③の事業者数については把握できていない

自治体が大半を占めた。④のかかりつけ医研

修を年度内に予定している自治体は 6 割を

超え、残りも次年度以降に検討していると回

答された。要観察児の割合の最頻値は 1-3 割、

要観察児のフォロー頻度の最頻値は 1回/1-3

ヵ月であった。要観察から診断評価を受けて

支援につながった場合、あるいは診断前に支

援につながった場合には健診後のフォロー

は通常なされないことを考えると、フォロー

されるケースは要観察とされたにもかかわ

らず、何らかの理由で早期に支援につながら

なかったケースを対象としていると推測さ

れる。そうした未支援ケースを主たる対象と

して、大多数の自治体においては 1 ヵ月から

3 ヵ月に 1 回の頻度で電話、家庭訪問、来所

相談、親子教室、保育所等への訪問などさま

ざまな方法でフォローをしていると報告さ

れた。図３は、要観察児の割合を回答のあっ

た 3 パターンで分けて、それぞれのフォロー

頻度を示したものである。発見率が 1 割未満

というのは、海外で報告される知的障害、そ

してそれ以外の発達障害の有病率をわが国

にも当てはめると、きわめて非典型的でその

発見の精度に疑いが残る。このような自治体

は８つあったが、そのフォロー頻度は、多数

グループの 1-3 割を発見した自治体よりも

低値であったが、有意差はなかった。少ない

要観察児は比較的重度のケースが多く含ま

れ、そうしたケースは支援につながりやすい

のかもしれない。これらの自治体での平均事

業所数は他の自治体と比べて有意に多くな

かったので、他と発達障害の発症率が変わら

ないと仮定すると要支援ニーズが満たされ

ていない発達障害児が多く潜在する可能性

が考えられる。こうした地域では、就学後に

発達障害が初めて診断される割合が高くな

いかどうか、学校不適応で医学的治療を要し

たり、不登校になるケース数が多くないかど
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うか、いじめ件数が多くないかどうか、追跡

データで児童の心理社会的予後が他地域と

比べて悪くなっていないかどうか確認する

必要がある。そうでないとすれば、発見率が

低い理由を特定する必要があるだろう。 

一方、要観察児が健診受診児の 3－5 割に

ものぼると報告した４自治体のフォロー頻

度は、発見率が 1-3 割だった自治体と比べて

有意に低かった(ANOVA, p < .05)。またこれ

らの自治体の事業所数には有意差がなかっ

たことから、健診での発達スクリーニングが

フォローできない、あるいは必要ないといず

れかの時点で判断された児童を含むような

非効率的なものになっていないか、検証する

必要がある。偽陰性率が高いことはスタッフ

の過剰な負担であると同時に、養育者にとっ

ても負担となる。さらに真に支援を要するケ

ースへの対応に影響を及ぼす可能性もあり、

見直しがされねばならないであろう。 

自治体の M-CHAT の普及・導入と、早期発

見・早期支援との関連：①について回答のあ

った 36 自治体について、都道府県が研修な

どして使用を推奨したり、普及が始まってい

る場合を「普及・導入あり」（20 自治体）と

して、それ以外を「普及・導入なし」（16 自

治体）とする群分けを行い、各群の早期発見

と早期支援に関する実態（②，③）や研修の

準備の有無（④）に関する集計結果を表２に

示した。回答の有無、回答の分布についてカ

イ二乗分析を用いて、事業所数の平均につい

ては t 検定を用いて、それぞれの群間差の検

定結果も表 2 に示した(有意水準 p = .05)。 

M-CHAT の普及・導入がなされていると

回答した 20 自治体のうちの 1/3 が全項目、

すなわち M-CHAT 尺度を「標準的な方法で」

用いることを推奨し導入していた。残りの

2/3 の自治体では、一部の項目を導入と回答

されており、詳細は不明であるが、M-CHAT

それ自体を用いるのではなく、既存の健診に

不足しているチェック項目を M-CHAT のな

かから識別力が高い項目 (Kamio et al., 

2015)を選んで追加するど、健診項目の改訂

がなされたことが窺われる。これまでシステ

マティックにチェックしていなかった 1 歳

前後での社会的発達マイルストーン、すなわ

ち逆から見ると ASD 早期兆候ともなりうる

児の行動観察に慣れるという点では、

M-CHAT の一部項目を恣意的に選んで 1.6

健診に取り入れることも役立つかもしれな

い。そうしたステップを踏みながら、早期の

社会的な発達への目をこやし、早期からの支

援の大切さについて経験を通して支援職に

あるスタッフ全員そして行政担当者に理解

してもらうことも重要と考える。将来の乳幼

児健診の標準化のためには統一した尺度を

用いることが望ましいが、現時点では全項目

を導入している自治体はまだ限られること

が明らかになった。一部項目の導入で実際に

効果があったのか、また全項目導入のバリア

が何であるかについては、今後調査を行い、

明らかにしていく必要がある。 

表 2 からは、M-CHAT 導入あり群となし

群とでは、要観察児の割合、フォロー頻度、

かかりつけ研修の実施予定、の各項目の回答

に有意差はなかった。またこれらの項目への

回答の有無（多くの場合、把握できていない

と説明がされていた）についても有意な群間

差はなかった。早期発見の実態を知るには、

要観察児の割合の区分が大きすぎ、大多数の

自治体が 1-3 割と回答したため、発見率に群

間差がなかったものと考えられる。この数値

は発達障害全体を粗くとらえるには妥当と

思われるが、その後の発達評価がどのように

行われ、個々のケースの支援ニーズが把握さ

れたのか、そして適切な支援が提供されたの

か、については今回の調査では調べられてお
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らず、また現状では自治体はその情報を把握

できていない（少なくとも行政担当部署と共

有できていない）ことが回答率の低さから窺

われた。また一部の自治体はおおまかな把握

のプロセスに重大な課題があることもうか

がわれた。事業所数は、M-CHAT 導入群で

は導入なし群よりも有意に多くの事業所が

報告された。この調査では、児童人口当たり

の事業所数を計算していないのでこれ以上

の解釈はできないが、早期発見に M-CHAT

を導入した地域では地域内の事業所数が増

えたにもかかわらず、導入していない地域と

変わらない頻度で要観察児へのフォローが

続けられていることがわかった。1.6 健診後

の要観察児の特徴に群間差がないかどうか、

つまり自治体の方針によって、支援を受ける

子どもの数やタイプ、特徴、そして支援サー

ビスの量と質に違いがないかどうかについ

ては、今後明らかにする必要がある。 

 

Ｅ．結論 

１．1.6 健診での標準的アセスメントの導入

に関して、都道府県（指定都市を含む）

によって取り組みの姿勢に違いがあり、

担当部署が情報を把握していない都道

府県も少なくなかった。 

２．1.6 健診での要観察児の把握の程度は、

都道府県によって大きなばらつきがあ

った。高い要観察児を報告した自治体

ではフォロー頻度が低く、1.6 健診での

発達障害リスクの把握の方法を精度の

点から見直す必要が示唆された。 

３．1.6 健診で標準的アセスメントの導入を

進めている都道府県における発達支援

事業所の数は、導入を市町村にまかせ

ていて都道府県として方針を出してい

ないところと比べて、有意に多かった。 

４．都道府県が市町村での早期発見・早期

支援を推進する責務を負っていること

を踏まえると、必要な情報の把握を業

務として徹底する必要があると同時に、

早期発見が早期支援サービスの提供、

そして子どもや家族の QOL の向上に

役立っているのかについて、長期的に

追跡して検証できるデータ収集システ

ムが自治体に実装される必要があると

考えられる。 
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表１ 回答状況 

 M-CHAT 導入 要観察児の

割合 

フォロー

頻度 

事業所数 年度内研修実施 

回答あり 36 (69.2) 35 (67.3) 30 (57.7) 17 (32.7) 34 (65.4) 

回答なし 16 (30.8) 17 (32.7) 22 (42.3) 35 (67.3) 18 (34.6) 

合計 52 52 52 52 52 

 

 

表 2 発達障害早期発見への取り組み（M-CHAT 普及）別にみた 

都道府県および指定都市の支援状況 

 M-CHAT 普及・

導入あり 

N=20 

M-CHAT 普及・

導入なし 

N=16 

  

1.6 健診への M-CHAT 導入    

全項目 5 0  

一部のみ 15 0  

要観察児（発達）の割合 回答あり N=18 回答あり N=12 n.s. 

1 割未満 6 (30.0%) 2 (12.5%) n.s. 

1-3 割 11 (55.0) 7 (43.8) 

3-5 割 1 (5.0) 3 (18.8) 

5 割以上 0 (0) 0 (0) 

回答なし 2 (10.0) 4 (25.0) 

フォローの頻度 回答あり N=9 回答あり N=8 n.s. 

月 1 回以上 0 (0) 1 (6.2%) n.s. 

1 回/1-3 ヵ月 7 (35.0) 6 (37.5) 

1 回/3－6 ヵ月 2 (10.0) 1 (6.2) 

6 ヵ月以上に 1 回 0 (0) 0 (0) 

回答なし 11 (55.0) 8 (50.0) 

事業所数 回答あり N=11 回答あり N=9  

平均(SD) 124.3(137.6) 102.6(148.8) p < .001 

範囲 3-446 1-468 

回答なし 9 (45.0) 7 (43.8) n.s. 

かかりつけ医研修の年度内実施 回答あり N=19 回答あり N=15  

あり 12 (60.0) 10 (62.5) n.s. 
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なし 7 (35.0) 5 (31.3) 

回答なし 1 (5.0) 1 (6.2)  

図１ 1.6 健診での要観察児の割合（N=30、22 自治体からは回答なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 1.6 健診後の要観察児へのフォロー頻度（N=17, 35 自治体からは回答なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



370 
 

 

 

 

図３ 要観察児発見割合とフォロー頻度の関係 

                        1-3 割と報告した自治体と、3-5 割と報告し

た自治体のフォロー頻度は有意差が認めら

れた(ANOVA, p <.05)。それ以外には有意

さはなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


